
中学生海外派遣事業業務委託　質疑回答

質疑 回答

№1

ETASは旅行業者で手配できないため、参

加者が各自で申請、支払するとの認識でよ

ろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

№2 利用空港や航空会社の指定はありますか。

空港に関する指定はありませんが、アクセス性が良い空港を利

用してください。

航空会社については、オーストラリア路線を提供する主要なフ

ルサービスキャリアのうち、エコノミークラスの標準的なサー

ビス水準と快適性を備えたものをお願いします。

№3

令和７年度は、ブルーマウンテン地区の学

校へ訪問していますが、同地区を希望して

いるのでしょうか。

特定の地区の希望はありません。市内観光の動線や移動の利便

性を考慮し、アクセスの良い地域をご提案ください。

№4

伝統文化体験、自然体験の具体的な要望は

ありますか。また、コース別の見学はどの

ようなものを想定していますか。

伝統文化体験及び自然体験については、特定の内容の指定はあ

りませんが、オーストラリアならではの文化的特色や自然環境

を体感できるプログラムを希望します。

コース別観光については、２～３班に分かれて市内散策を行う

ことを想定しており、主要な観光スポットを含むなど、班ごと

に特色ある充実した内容をご提案ください。

№5

他自治体では初日や最終日をホテル泊とす

ることが多いですが、本事業では全日程

ホームステイとなりますか。

事業の目的達成の観点から、ホテル泊は行わず、全日程をホー

ムステイ泊（計４泊）とします。

№6

「現地訪問校への交通手段は、ホストファ

ミリーによる送迎とする」とありますが、

ホームステイ先が公共交通機関を利用して

通学可能なエリアの場合、送迎ではなく生

徒自身で登校することは可能でしょうか。

仕様書のとおり、現地訪問校への交通手段はホストファミリー

による送迎としてください。安全管理上、生徒のみで公共交通

機関を利用して登校することは認めていません。必ず大人が付

き添う形での移動をお願いします。

№7

契約金額のうち保険料や現地プログラム費

用などを事前にお支払いいただくことは可

能ですか。

契約締結後であれば、保険料や現地プログラム費用等の事前支

払いは可能です。具体的な支払時期や方法については、契約後

に別途ご相談させていただきます。

№8
参加生徒の人数が確定する時期はいつ頃で

しょうか。

参加生徒数は５月中旬頃に確定する予定です。なお、参加生徒

の募集は２月から４月にかけて実施します。

№9
引率者の食事の手配はどのようにします

か。

引率者の食費についても委託費用に含めてご提案ください。

なお、令和７年度の実績では、初日に1人当たり36,000円を現

金で支給いただき、その範囲内でスーパーや飲食店等を利用し

て食事をとりました。

また、宿泊ホテルの食事オプションについては必須ではなく、

付帯の有無は事業者の判断に委ねます。

№10
引率者は現地でどのような行動をとる予定

ですか。

引率者の現地での行動については、詳細は契約後に相談させて

いただきますが、学校訪問（先生への挨拶、生徒の授業風景の

観察等）を予定しています。また、状況に応じて別行動となる

場合も想定しています。その際、訪問校が市中心部から離れて

いる場合には、引率者用の送迎タクシー手配費用等を事前に計

上いただくようお願いします。


